
子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成

問合先：健康推進課
保健・予防担当
☎（46）5113

申
請
方
法

　

接
種
す
る
前
に「
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

都
留
」内
健
康
推
進
課
窓
口
で
予
診
票

と
接
種
券
交
付
の
申
請
と
、
接
種
方

法
な
ど
の
説
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

※
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
及
び
小
児
用
肺
炎

球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
お
い
て
、
窓
口
に
く

る
事
が
困
難
な
場
合
は
、
郵
送
に
よ

る
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
の
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
都
留
市
役
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
申
請
前
に
接
種
し
た
分
に
つ
き
ま
し

て
は
助
成
で
き
ま
せ
ん
。

助
成
費
用

子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン

　

1
回　

１
５
、０
０
０
円
、

ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン

　

１
回　
　

８
、０
０
０
円
、　

小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

　

1
回　

１
０
、０
０
０
円

※
助
成
費
用
額
を
超
え
た
差
額
分
は
、

医
療
機
関
の
窓
口
で
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。

費
用
助
成
期
間

　

平
成
24
年
４
月
１
日
～
平
成
25
年
３

月
31
日
に
接
種
し
た
分（
助
成
期
間
外

の
接
種
に
つ
い
て
は
助
成
で
き
ま
せ
ん
）

注
意
事
項

※
こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
、
保
護
者
の
希
望

で
医
師
と
の
相
談
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
る「
任
意
接
種
」で
す
。「
定
期
予
防

接
種
」と
は
異
な
り
、
法
律
上
の
接
種

ワクチンの種類 接種対象者 接種回数

子宮頸がん
予防ワクチン

小学６年生～高校１年生
（ただし、平成24 年度高校

2 年生で、平成23 年度に１
回目又は２回目の接種をし
た人は対象になります。）

3 回

ヒブワクチン
２ヵ月から 5 歳未満の乳幼
児

接種開始時
期により接
種回数が異
なります。

小児用肺炎
球菌ワクチン

努
力
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
請
時

に
お
渡
し
す
る
説
明
書
を
よ
く
読
み
、

ワ
ク
チ
ン
の
効
果
や
副
反
応
な
ど
を

十
分
に
ご
理
解
の
う
え
、
接
種
す
る
か

を
お
決
め
く
だ
さ
い
。

※
接
種
す
る
際
は
、
お
子
さ
ん
の
体
調

の
良
い
時
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
接
種
に
よ
り
健
康
被
害
が
生
じ

た
際
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医

療
機
器
総
合
機
構
法
に
基
づ
く
救
済

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
23
年
度
に
申
請
し
た
方
で
、

有
効
期
限
内
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
予

診
票
は
、
差
し
替
え
ま
た
は
返
却
し
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
使
用
し
な
か
っ

た
予
診
票
と
母
子
健
康
手
帳
を
必
ず

に
お
持
ち
に
な
り
、
健
康
推
進
課
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■対象児（接種日に市内に住所登録している人）

ヘルスアップ講習会のお知らせ
問合先：健康推進課

保健・予防担当☎（46）5113
　

ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
講
習
会
で
は
、
健

康
の
維
持
・
増
進
を
目
指
す
方
を
応

援
し
ま
す
！

　

講
習
会
で
は
、『
日
常
生
活
と
健

康
』を
テ
ー
マ
に
健
康
な
生
活（
運
動

習
慣
・
食
習
慣
）に
つ
い
て
の
実
践

的
な
ア
ド
バ
イ
ス
、
運
動
機
器（
ト

レ
ッ
ド
ミ
ル
・
エ
ア
ロ
バ
イ
ク
・
ダ

ン
ベ
ル
）の
利
用
方
法
に
つ
い
て
講

習
会
を
行
い
ま
す
。

　

一
回
の
講
習
会
を
受
け
る
と
参
加

者
に
つ
い
て
は
、
１
年
間
自
由
に
運

動
機
器
の
利
用
が
可
能
で
す
！
（
利

用
で
き
る
の
は
開
館
時
間
内
の
平
日

9
時
～
17
時
で
す
）

日程 時間
4 月23 日（月） 13 時30 分～ 15 時00 分
5 月14 日（月） 10 時00 分～ 11 時30 分
6 月８日 （金） 13 時30 分～ 15 時00 分
7 月12 日（木） 10 時00 分～ 11 時30 分
8 月27 日（月） 13 時30 分～ 15 時00 分
9 月13 日（木） 13 時30 分～ 15 時00 分

　

ま
た
、
１
年
間
終
了
時
に
は
、
実

践
の
効
果
に
つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
を
行
い
ま
す
。

　

運
動
習
慣
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と

し
て
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？　
　

申
込
み
方
法　

開
催
日
前
日
ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

対
象
者　

20
歳
～
64
歳
で
都
留
市
に

住
民
票
が
あ
る
方
。

※
平
成
23
年
度
健
康
ジ
ム
受
講
者
は

除
く

※
運
動
制
限
の
あ
る
人
・
学
生
は
除
く

費
　
用　

無　

料

有
効
期
間
　
１
年
間

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

■講習会前期日程　
※下記日程の中で都合のよい日を一日お申し込みください。

下水道供用開始区域拡大のお知らせ
問合先：水資源活用課

下水道担当

期　別 納期限
第1 期 　  7 月   1 日（火）
第2 期  10 月31 日（月）
第3 期 11 月30 日（金）
第4 期 　  1 月31 日（木）

工事完成の時期 補助金限度額
供用開始から

1 年以内
10 万円

2 年以内 5 万円
3 年以内 3 万円

　平成23年度に整備を行った区域（オレ
ンジ色部分）は、平成24年4月から下水
道の使用が可能となります。
《受益者の申告について》
　お配りした「下水道事業受益者申告
書」の記載事項に誤りがないか確認し、
４月20日までに返信用封筒にて提出し
ていただくよう、お願いします。
　なお、納付方法により報奨金制度が
あります（全額一括納付の場合28％割
引となります）。
　また、受益者負担金の申告がされな
かった場合は、認定により受益者負担金
が賦課されますので、必ず申告をお願い
します。
※受益者負担金は、宅内排水設備工事
の時期にかかわらず、７月から納めてい
ただきます。

《宅内排水設備工事について》
　下水道が使用できるようになった区域
では、宅内（台所・風呂・便所など）の排
水設備を設置し、すみやかに下水道に
接続してください。
　工事の施工は下水道排水設備指定工
事店に依頼してください。なお、供用開
始から３年以内に下水道に接続していた
だく方には、その接続年度により工事費
の補助金が交付されます。
※排水設備工事の補助金は受益者負担
金が未納付の場合には交付されません。

つる地区

十日市場地区

上谷・田原地区

凡例
既供用開始区域
４月供用開始区域

※詳しい地図につきましては、市ホームページ及び水資源活用課にて確認いただけます。

■受益者負担金　納付期限

■工事完成の時期と、補助金限度額

Ｈ 2 4 . 4 . 1 1 8Ｈ 2 4 . 4 . 11 9


